
〈別紙３〉 入所利用料金表　介護保険一部負担額　（3割負担）

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

２３７９円 ２５２９円 ２７２４円 ２８８３円 ３０３６円

２１５１円 ２２８９円 ２４８４円 ２６４９円 ２７９６円

２６１３円 ２８４１円 ３０４２円 ３２１６円 ３３７５円

２３６４円 ２５８９円 ２７８４円 ２９５５円 ３１２０円

　　1日  180円

　　1日    90円

　　1日    54円

　　1日    72円

　　1日  774円

　　1日  600円

　　1日  720円

　　1日  360円

　　1日     9円

　　1日  360円

　　1日  600円

　　1食    18円

　　1回　210円

　　1月　330円

　　1日　717円

　　1日 1440円

　　1日 1086円 外泊初日、最終日以外（算定は月に6日を限度とします）

　　1日 2400円 老健施設の在宅サービスを利用する場合（1月に6日まで）

　　1回 1350円

　　1回 1440円

　　1回 1200円

　　1回 1500円

　　1回　750円

　　1回 1200円

加
　
算
　
部
　
分

○外泊時費用

○外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)

○入所前後訪問指導加算Ⅰ 必要に応じて実施した場合

○入所前後訪問指導加算Ⅱ 必要に応じて実施した場合

○試行的退所時指導加算 必要に応じて実施した場合

○退所時情報提供加算Ⅰ 居宅に退所後、主治医に対して診療情報を提供した場合

〇口腔衛生管理加算（Ⅰ） 　　1月  270円
歯科医師又は歯科衛生士が介護職員に口腔ケアの技術的助言・指導を行い、加えて
歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上実施した場合

〇口腔衛生管理加算（Ⅱ） （Ⅰ）に加え、口腔衛生等の計画の情報を厚生労働省へ提出した場合

○所定疾患施設療養費Ⅰ 肺炎等に投薬、検査、注射、処置など実施

○所定疾患施設療養費Ⅱ

○退所時情報提供加算Ⅱ 医療機関に退所後、退所先の医療機関に対して診療情報を提供した場合

〇入退所前連携加算（Ⅰ） 　　1回 1800円
入所前後30日以内に利用者の希望する居宅介護支援事業者と連携し情報提供と
サービス利用調整を行った場合

〇入退所前連携加算（Ⅱ） 退所前から居宅介護支援事業者と連携し情報提供とサービス調整を行った場合

肺炎等に投薬、検査、注射、処置など実施（医師が感染症対策の研修を受講）

○経口維持加算（Ⅱ） 　　1月  300円
経口維持Ⅰを算定し、入所者の経口維持を支援する為の食事観察及び会議に医師、
歯科医師、歯科衛生士又言語聴覚士が加わった場合、6ヶ月以内に限り算定

○療養食加算 医師の指示箋に基づく治療食を提供した場合

○退所時栄養情報連携加算 退所先の医療機関に対して、栄養管理に関する情報を提供した場合

○再入所時栄養連携加算 　　1回  600円
入所者が医療機関に入院し、施設への再入所であって、厚生労働大臣が定める特別
食等が必要な場合

〇認知症ﾁｰﾑｹｱ推進加算Ⅱ 　　1月  360円
認知症の専門研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状に対応
するチームを組み、認知症の行動・心理症状の評価・測定を計画的に行い、認知症ケ
アに対してのカンファレンスなどを行っている場合

〇栄養マネジメント強化加算 　　1日    33円
栄養マネジメントを実施し、入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省へ提出した
場合

○経口維持加算（Ⅰ） 　　1月 1200円
著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方について、経口維持計画を作成し、
栄養管理を実施した場合、6ヶ月以内に限り算定

〇認知症専門ケア加算（Ⅰ） 専門的な認知症ケアを行った場合

〇若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症者を入所受入した場合

〇認知症行動・心理症状緊急対応加算 医師の判断で緊急に利用した場合に算定（7日が上限）

〇認知症ﾁｰﾑｹｱ推進加算Ⅰ 　　1月  450円
下記の要件に加え、認知症介護の指導に係る専門研修を修了した者又は認知症の
専門研修等を修了した者を1名以上配置した場合

入所後３０日に限り加算されます（医療機関との連携及び情報開示した場合）

〇初期加算Ⅱ 入所後３０日に限り加算されます

〇サービス提供体制強化加算Ⅰ 　　1日    66円
介護職員のうち介護福祉士が８０％以上の場合もしくは勤続年数10年以上の介護福
祉士が35％以上の場合

〇サービス提供体制強化加算Ⅱ 介護職員のうち介護福祉士が６０％以上の場合

　　1月    99円
リハビリテーション実施計画を入所者・家族に説明を行い、その実施計画の情報を厚
生労働省へ提出した場合

〇リハビリテーションマネジメント
　　　　　　　　　　　　　計画書情報加算Ⅰ

　　1月  159円
下記に加え、口腔衛生Ⅱ・栄養強化の加算を算定し、関係職種で情報の共有と実施
計画の見直しを行っている場合

〇リハビリテーションマネジメント
　　　　　　　　　　　　　計画書情報加算Ⅱ

〇夜勤職員配置加算 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすもの

〇短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰ 下記に加え、ADL等の評価を行うとともにその情報を厚生労働省へ提出した場合

〇短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅱ 入所から３か月以内の期間に集中的にﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施した場合

〇認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰ 下記の要件に加え、居宅等を訪問し、生活環境を踏まえた計画を立てた場合

〇認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅱ 入所から３か月以内の期間に集中的にﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施した場合（週３回まで）

（令和６年４月改定）

要介護度

施
設
利
用
料

基
本
型

多床室：4人室、2人室（日額）

個室（日額）

強
化
型

多床室：4人室、2人室（日額）

個室（日額）

〇初期加算Ⅰ



　　1回　900円

　　1月　  15円

○緊急時治療管理加算 　　1日 1554円

　　1回　720円

　　1月　　 9円

　　1月    39円

　　1月　900円

　　1日  153円

　　1日  153円

　　1月  120円

　　1月  180円

　　1回    60円

　　1日 5700円

　　1日 2730円

　　1日　480円

　　1日  216円

令和６年５月まで算定

加
算 ○介護職員等処遇改善加算

○協力医療機関連携加算　1 　　1月　300円
常時、相談、診療、入院の体制を確保している協力医療機関と連携し、会議を定期的
に行っている場合（令和6年度まで）

↓
（令和６年６月改定）

　基本料金＋加算を算定した金額の７．５％相当

○ターミナルケア加算（4日～30日以内） 死亡日前4日間以上30日間以下

〇ターミナルケア加算（31日～45日以内） 死亡日前31日間以上45日間以下

加
算
部
分

○介護職員処遇改善加算Ⅰ 　基本料金＋加算を算定した金額の３．９％相当

○介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 　基本料金＋加算を算定した金額の２．１％相当

○介護職員等ベースアップ等支援加算 　基本料金＋加算を算定した金額の０．８％相当

加
　
算
　
部
　
分

○協力医療機関連携加算　１ 　　1月　150円
常時、相談、診療、入院の体制を確保している協力医療機関と連携し、会議を定期的
に行っている場合（令和7年度から）

○協力医療機関連携加算　2 協力医療機関と情報共有を行う会議を定期的に行っている場合

容態が急変した緊急時に所定の対応を行った場合

○生産性向上推進体制加算Ⅰ 　　1月  300円
下記の要件を満たし、業務改善が成果が確認されていること（見守り機器は複数台導
入していること）

○生産性向上推進体制加算Ⅱ 　　1月    30円
生産性向上に基づいた改善活動を行い、負担軽減やサービスの質の確保などを検討
する委員会を設置することに加え、見守り機器を１機以上導入している。また業務改
善データ提出をしている場合

○ターミナルケア加算（当日） 死亡日当日

○ターミナルケア加算（2日～3日以内） 死亡日前日及び前々日

〇安全対策体制加算 事故の発生や再発を防止する体制が整備されている場合（入所時に1回）

○高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 　　1月    30円
新興感染症が発生した場合、医療機関との連携体制を構築していることに加え、一定
の要件を満たす医療機関等が主催する感染研修に参加していること

○高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 　　1月　　15円
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上感染制御等に
係る実施指導を受けていること

○新興感染症等施設療養費 　　1日  720円
厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談・診療・入院調整を行う医療機
関を確保し、かつ当該感染症に感染した利用者に対して、適切なケアを行った場合（１
か月１回　連続５日間）

〇自立支援促進加算 医師が入所時に医学的評価を行い、その情報を厚生労働省へ提出した場合

○在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 在宅復帰を推進している老健で、一定の条件を満たしている場合（基本型）

○在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 在宅復帰を推進している老健で、一定以上の条件を満たしている場合（強化型）

〇科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ケアの内容や利用者の心身の状態に関する情報を厚生労働省へ提出した場合

〇科学的介護推進体制加算（Ⅱ） （Ⅰ）の要件に加えて、病気の状況や服薬情報を厚生労働省へ提出した場合

〇排せつ支援加算（Ⅰ） 　　1月    30円
医師や看護師が排泄にかかる要介護状態を軽減の見込を判断し、その評価の情報を
厚生労働省へ提出した場合　　（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の併算不可

〇排せつ支援加算（Ⅱ） 　　1月    45円
（Ⅰ）の要件を満たした上で、排泄の状態に悪化がなく改善している事又はおむつ使
用ありがなしへ改善している場合　（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の併算不可

〇排せつ支援加算（Ⅲ） 　　1月    60円
（Ⅰ）の要件を満たした上で、排泄の状態に悪化がなく改善している事かつおむつ使
用ありがなしへ改善している場合　（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の併算不可

〇褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡マネジメントを実施し、その情報を厚生労働省へ提出した場合

〇褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

○訪問看護指示加算 退所にあたって訪問看護の指示書を出した場合

〇かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 　　1回　420円
入所時・退所時に主治医と薬剤の変更について説明し、合意を得ていることに加え、
関係職種で情報の共有が図れている場合

〇かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 　　1回　210円
入所時・退所時に主治医と薬剤の変更について説明し、記録していることに加え、関
係職種で情報の共有が図れている場合（施設内において）

〇かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） （Ⅰ）に加え、入所者の薬剤情報を厚生労働省へ提出した場合

〇かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 　　1回　300円
（Ⅰ）（Ⅱ）に加え、6種類以上の内服薬がある入所者に対し、主治医と連携により減薬
した場合

（Ⅰ）の要件を満たした上で、褥瘡の発生がない場合


	R６年改正入所（1割・2割・3割） (2)

